
認
情
報
を
提
供
す
る
方
法
を
次
の
と
お
り
定
め
る
。

●
●
（１）

電
気
通
信
回
線
を
通
じ
て
送
信
す
る
方
法

●
●
（２）

磁
気
デ
ィ
ス
ク
等
を
送
付
す
る
方
法

２
　
こ
の
条
例
は
、
平
成
二
十
九
年
一
月
一
日
か
ら
施
行
す
る
こ
と
と
し
た
。

○

山
梨
県
建
築
基
準
法
施
行
条
例
及
び
山
梨
県
の
事
務
処
理
の
特
例
に
関
す
る
条
例
の
一
部
を
改
正

す
る
条
例
（
条
例
第
五
十
号
）（
建
築
住
宅
課
）

１
　
建
築
基
準
法
の
一
部
改
正
に
鑑
み
、
次
の
と
お
り
所
要
の
改
正
を
行
う
こ
と
と
し
た
。

●
（一）

山
梨
県
建
築
基
準
法
施
行
条
例
の
一
部
改
正

特
定
用
途
誘
導
地
区
内
に
お
け
る
建
築
物
の
容
積
率
又
は
建
築
面
積
に
関
す
る
制
限
の
適
用
除

外
の
許
可
に
係
る
手
数
料
を
定
め
る
こ
と
と
し
た
。

●
（二）

山
梨
県
の
事
務
処
理
の
特
例
に
関
す
る
条
例
の
一
部
改
正

建
築
基
準
法
の
一
部
改
正
に
伴
い
、
規
定
の
整
備
を
行
う
こ
と
と
し
た
。

２
　
こ
の
条
例
は
、
一
部
の
規
定
を
除
き
、
平
成
二
十
八
年
十
一
月
一
日
か
ら
施
行
す
る
こ
と
と
し
た
。

○

山
梨
県
警
察
組
織
条
例
の
一
部
を
改
正
す
る
条
例
（
条
例
第
五
十
一
号
）（
警
察
本
部
警
務
課
）

１

警
察
法
施
行
令
の
一
部
改
正
に
伴
い
、
警
務
部
の
所
掌
事
務
に
国
外
犯
罪
被
害
弔
慰
金
等
の
支
給

に
関
す
る
法
律
第
三
条
に
規
定
す
る
国
外
犯
罪
被
害
弔
慰
金
等
に
関
す
る
事
務
を
加
え
る
こ
と
と
し

た
。

２
　
こ
の
条
例
は
、
平
成
二
十
八
年
十
一
月
三
十
日
か
ら
施
行
す
る
こ
と
と
し
た
。

○

山
梨
県
立
県
民
の
森
保
健
休
養
施
設
設
置
及
び
管
理
条
例
を
廃
止
す
る
条
例
（
条
例
第
五
十
二
号
）

（
県
有
林
課
）

１

県
立
県
民
の
森
保
健
休
養
施
設
の
南
ア
ル
プ
ス
市
へ
の
譲
渡
に
伴
い
、
県
立
県
民
の
森
保
健
休
養

施
設
を
廃
止
す
る
こ
と
と
し
た
。

２
　
こ
の
条
例
は
、
平
成
二
十
九
年
四
月
一
日
か
ら
施
行
す
る
こ
と
と
し
た
。

条
　
　
　
例

山
梨
県
附
属
機
関
の
設
置
に
関
す
る
条
例
の
一
部
を
改
正
す
る
条
例
を
こ
こ
に
公
布
す
る
。

平
成
二
十
八
年
十
月
十
九
日

山
梨
県
知
事
　
　
後
　
　
藤
　
　
　
　
　
斎

山
梨
県
条
例
第
四
十
八
号

山
梨
県
附
属
機
関
の
設
置
に
関
す
る
条
例
の
一
部
を
改
正
す
る
条
例

山
梨
県
附
属
機
関
の
設
置
に
関
す
る
条
例
（
昭
和
六
十
年
山
梨
県
条
例
第
三
号
）
の
一
部
を
次
の
よ

う
に
改
正
す
る
。

「
山
梨
県
医
療
扶
助
審
議
会

目
　
　
　
次

条
　
　
　
例

○
山
梨
県
附
属
機
関
の
設
置
に
関
す
る
条
例
の
一
部
を
改
正
す
る
条
例
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
一

○
山
梨
県
住
民
基
本
台
帳
法
施
行
条
例
の
一
部
を
改
正
す
る
条
例
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
二

○
山
梨
県
建
築
基
準
法
施
行
条
例
及
び
山
梨
県
の
事
務
処
理
の
特
例
に
関
す
る
条
例
の
一
…
…
…
…
三

部
を
改
正
す
る
条
例

○
山
梨
県
警
察
組
織
条
例
の
一
部
を
改
正
す
る
条
例
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
三

○
山
梨
県
立
県
民
の
森
保
健
休
養
施
設
設
置
及
び
管
理
条
例
を
廃
止
す
る
条
例
…
…
…
…
…
…
…
…
三

条
例
の
あ
ら
ま
し

○

山
梨
県
附
属
機
関
の
設
置
に
関
す
る
条
例
の
一
部
を
改
正
す
る
条
例
（
条
例
第
四
十
八
号
）（
国

保
援
護
課
）

１

国
民
健
康
保
険
法
の
一
部
改
正
に
鑑
み
、
国
民
健
康
保
険
事
業
の
運
営
に
関
す
る
事
項
を
審
議
す

る
た
め
の
協
議
会
を
設
置
す
る
こ
と
と
し
た
。

２
　
こ
の
条
例
は
、
平
成
二
十
八
年
十
二
月
一
日
か
ら
施
行
す
る
こ
と
と
し
た
。

○

山
梨
県
住
民
基
本
台
帳
法
施
行
条
例
の
一
部
を
改
正
す
る
条
例
（
条
例
第
四
十
九
号
）（
市
町
村

課
）

１

山
梨
県
個
人
番
号
の
利
用
に
関
す
る
条
例
の
一
部
改
正
に
鑑
み
、次
の
改
正
を
行
う
こ
と
と
し
た
。

●
（一）
●
個
人
番
号
の
独
自
利
用
事
務
を
、
本
人
確
認
情
報
を
利
用
し
、
又
は
提
供
す
る
こ
と
が
で
き
る

事
務
と
し
て
次
の
と
お
り
新
た
に
規
定
す
る
。

●
●
（１）

生
活
に
困
窮
す
る
外
国
人
に
対
す
る
保
護
に
関
す
る
事
務

●
●
（２）

母
子
家
庭
の
母
又
は
父
子
家
庭
の
父
に
対
す
る
生
活
の
安
定
に
資
す
る
資
格
の
取
得
を
促
進

す
る
た
め
の
給
付
金
の
支
給
に
関
す
る
事
務

●
●
（３）

私
立
高
校
等
に
お
け
る
奨
学
の
た
め
の
給
付
金
の
支
給
に
関
す
る
事
務

●
●
（４）

特
別
支
援
学
校
へ
の
就
学
の
た
め
必
要
な
経
費
の
支
弁
に
関
す
る
事
務

●
●
（５）

県
立
高
校
等
に
お
け
る
奨
学
の
た
め
の
給
付
金
の
支
給
に
関
す
る
事
務

●
（二）
●
教
育
委
員
会
に
よ
る
（一）
（４）
又
は
（５）
の
事
務
の
遂
行
に
当
た
り
、
知
事
が
教
育
委
員
会
へ
本
人
確

山
梨
県
公
報
号
外

第
五
十
八
号
　
　
平
成
二
十
八
年
十
月
十
九
日

定
価（
消
費
税
込
）一
箇
年
　
一
七
、二
八
〇
円
（
郵
送
料
を
含
む
。）

一

山
梨
県
公
報
平
成
二
十
八
年

十
月
十
九
日

号
外
第
五
十
八
号

水　曜　日



●
第
二
条
第
一
項
中
「
山
梨
県
医
療
扶
助
審
議
会
」
を

に
改

山
梨
県
国
民
健
康
保
険
運
営
協
議
会
」

め
る
。

別
表
第
一
第
一
号
の
表
山
梨
県
医
療
扶
助
審
議
会
の
項
の
次
に
次
の
よ
う
に
加
え
る
。

山
梨
県
国
民
　
持
続
可
能
な
医
療
保
険
制
　
十
一
人
　
　
　
一
　
被
保
険
者
を
代
表
す
る
　
二
年

健
康
保
険
運
　
度
を
構
築
す
る
た
め
の
国
　
　
　
　
　
　
　
　
者

営
協
議
会
　
　
民
健
康
保
険
法
等
の
一
部
　
　
　
　
　
　
　
二
　
保
険
医
又
は
保
険
薬
剤

を
改
正
す
る
法
律
（
平
成
　
　
　
　
　
　
　
　
師
を
代
表
す
る
者

二
十
七
年
法
律
第
三
十
一
　
　
　
　
　
　
　
三
　
公
益
を
代
表
す
る
者

号
）
附
則
第
九
条
の
規
定
　
　
　
　
　
　
　
四
　
被
用
者
保
険
等
保
険
者

に
よ
り
行
う
同
法
第
四
条
　
　
　
　
　
　
　
　
を
代
表
す
る
者

の
規
定
に
よ
る
改
正
後
の

国
民
健
康
保
険
法
（
昭
和

三
十
三
年
法
律
第
百
九
十

二
号
）
の
施
行
の
た
め
に

必
要
な
国
民
健
康
保
険
事

業
の
運
営
に
関
す
る
事
項

の
審
議
に
関
す
る
事
務
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　

附
　
則

（
施
行
期
日
）

１
　
こ
の
条
例
は
、
平
成
二
十
八
年
十
二
月
一
日
か
ら
施
行
す
る
。

（
附
属
機
関
の
委
員
等
の
報
酬
及
び
費
用
弁
償
に
関
す
る
条
例
の
一
部
改
正
）

２

附
属
機
関
の
委
員
等
の
報
酬
及
び
費
用
弁
償
に
関
す
る
条
例（
昭
和
四
十
年
山
梨
県
条
例
第
七
号
）

の
一
部
を
次
の
よ
う
に
改
正
す
る
。

「

「

山
梨
県
指
定
難
病
審

別
表
第
一
中
　
　
山
梨
県
指
定
難
病
審
査
会
の
委
員
　
　
　
　
　
　
を

」

山
梨
県
国
民
健
康
保

査
会
の
委
員
　
　
　
　
　
　

に
改
め
る
。

険
運
営
協
議
会
の
委
員

」

山
梨
県
住
民
基
本
台
帳
法
施
行
条
例
の
一
部
を
改
正
す
る
条
例
を
こ
こ
に
公
布
す
る
。

平
成
二
十
八
年
十
月
十
九
日

山
梨
県
知
事
　
　
後
　
　
藤
　
　
　
　
　
斎

山
梨
県
条
例
第
四
十
九
号

山
梨
県
住
民
基
本
台
帳
法
施
行
条
例
の
一
部
を
改
正
す
る
条
例

山
梨
県
住
民
基
本
台
帳
法
施
行
条
例
（
平
成
十
四
年
山
梨
県
条
例
第
三
十
一
号
）
の
一
部
を
次
の
よ

う
に
改
正
す
る
。

第
二
条
中
「
別
表
」
を
「
別
表
第
一
」
に
改
め
る
。

第
七
条
を
第
九
条
と
し
、
第
六
条
を
第
八
条
と
す
る
。

第
五
条
第
三
項
中
「
第
三
条
第
二
項
」
を
「
第
五
条
第
二
項
」
に
改
め
、
同
条
を
第
七
条
と
す
る
。

第
四
条
を
第
六
条
と
し
、
第
三
条
を
第
五
条
と
し
、
第
二
条
の
次
に
次
の
二
条
を
加
え
る
。

（
本
人
確
認
情
報
を
提
供
す
る
知
事
以
外
の
執
行
機
関
及
び
事
務
）

第
三
条
　
法
第
三
十
条
の
十
五
第
二
項
第
二
号
に
規
定
す
る
条
例
で
定
め
る
知
事
以
外
の
県
の
執
行
機

関
（
次
条
及
び
別
表
第
二
に
お
い
て
「
知
事
以
外
の
執
行
機
関
」
と
い
う
。）
及
び
事
務
は
、
別
表

第
二
の
と
お
り
と
す
る
。

（
知
事
以
外
の
執
行
機
関
へ
の
本
人
確
認
情
報
の
提
供
方
法
）

第
四
条
　
知
事
が
行
う
法
第
三
十
条
の
十
五
第
二
項
の
規
定
に
よ
る
都
道
府
県
知
事
保
存
本
人
確
認
情

報
の
知
事
以
外
の
執
行
機
関
へ
の
提
供
は
、
次
の
各
号
の
い
ず
れ
か
の
方
法
に
よ
り
行
う
も
の
と
す

る
。

一

規
則
で
定
め
る
と
こ
ろ
に
よ
り
、
知
事
の
使
用
に
係
る
電
子
計
算
機
（
入
出
力
装
置
を
含
む
。）

か
ら
電
気
通
信
回
線
を
通
じ
て
知
事
以
外
の
執
行
機
関
の
使
用
に
係
る
電
子
計
算
機
（
入
出
力
装

置
を
含
む
。）
に
都
道
府
県
知
事
保
存
本
人
確
認
情
報
を
送
信
す
る
方
法

二

規
則
で
定
め
る
と
こ
ろ
に
よ
り
、
知
事
か
ら
都
道
府
県
知
事
保
存
本
人
確
認
情
報
を
記
録
し
た

磁
気
デ
ィ
ス
ク
（
こ
れ
に
準
ず
る
方
法
に
よ
り
一
定
の
事
項
を
確
実
に
記
録
し
て
お
く
こ
と
が
で

き
る
物
を
含
む
。）
を
知
事
以
外
の
執
行
機
関
に
送
付
す
る
方
法

別
表
に
次
の
三
号
を
加
え
る
。

十
四
　
生
活
に
困
窮
す
る
外
国
人
に
対
す
る
保
護
に
関
す
る
事
務
で
あ
っ
て
規
則
で
定
め
る
も
の

十
五
●
母
子
家
庭
の
母
又
は
父
子
家
庭
の
父
に
対
す
る
生
活
の
安
定
に
資
す
る
資
格
の
取
得
を
促
進

す
る
た
め
の
給
付
金
の
支
給
に
関
す
る
事
務
で
あ
っ
て
規
則
で
定
め
る
も
の

十
六
　
高
等
学
校
等
就
学
支
援
金
の
支
給
に
関
す
る
法
律
（
平
成
二
十
二
年
法
律
第
十
八
号
）
第
二

条
に
規
定
す
る
高
等
学
校
等
（
次
表
に
お
い
て
「
高
等
学
校
等
」
と
い
う
。）
で
あ
っ
て
私
立
の

山
梨
県
公
報
号
外

第
五
十
八
号
　
　
平
成
二
十
八
年
十
月
十
九
日

二



も
の
に
お
け
る
奨
学
の
た
め
の
給
付
金
の
支
給
に
関
す
る
事
務
の
う
ち
規
則
で
定
め
る
も
の

別
表
を
別
表
第
一
と
し
、
同
表
の
次
に
次
の
一
表
を
加
え
る
。

別
表
第
二
（
第
三
条
関
係
）

提
供
を
受
け
る
知
事
　
事
務

以
外
の
執
行
機
関

教
育
委
員
会
　
　
　
　
一
　
特
別
支
援
学
校
へ
の
就
学
の
た
め
必
要
な
経
費
の
支
弁
に
関
す
る
事

務
（
特
別
支
援
学
校
へ
の
就
学
奨
励
に
関
す
る
法
律
（
昭
和
二
十
九
年

法
律
第
百
四
十
四
号
）
に
よ
る
も
の
を
除
く
。
）
で
あ
っ
て
規
則
で
定

め
る
も
の

二
　
高
等
学
校
等
（
私
立
の
も
の
を
除
く
。
）
に
お
け
る
奨
学
の
た
め
の

給
付
金
の
支
給
に
関
す
る
事
務
で
あ
っ
て
規
則
で
定
め
る
も
の

附
　
則

こ
の
条
例
は
、
平
成
二
十
九
年
一
月
一
日
か
ら
施
行
す
る
。

山
梨
県
建
築
基
準
法
施
行
条
例
及
び
山
梨
県
の
事
務
処
理
の
特
例
に
関
す
る
条
例
の
一
部
を
改
正
す

る
条
例
を
こ
こ
に
公
布
す
る
。

平
成
二
十
八
年
十
月
十
九
日

山
梨
県
知
事
　
　
後
　
　
藤
　
　
　
　
　
斎

山
梨
県
条
例
第
五
十
号

山
梨
県
建
築
基
準
法
施
行
条
例
及
び
山
梨
県
の
事
務
処
理
の
特
例
に
関
す
る
条
例
の
一
部
を
改

正
す
る
条
例

（
山
梨
県
建
築
基
準
法
施
行
条
例
の
一
部
改
正
）

第
一
条
　
山
梨
県
建
築
基
準
法
施
行
条
例
（
昭
和
三
十
六
年
山
梨
県
条
例
第
十
九
号
）
の
一
部
を
次
の

よ
う
に
改
正
す
る
。

別
表
第
六
中
五
十
三
の
項
を
五
十
四
の
項
と
し
、
二
十
五
の
項
か
ら
五
十
二
の
項
ま
で
を
一
項
ず

つ
繰
り
下
げ
、
同
表
二
十
四
の
項
中
「
第
六
十
条
の
三
第
一
項
た
だ
し
書
」
を
「
第
六
十
条
の
三
第

二
項
た
だ
し
書
」
に
改
め
、
同
項
を
同
表
二
十
五
の
項
と
し
、
同
表
二
十
三
の
項
の
次
に
次
の
よ
う

に
加
え
る
。

二
十
四
　
法
第
六
十
条
の
三
第
一
項
第
三
号
の
規
　
特
定
用
途
誘
導
地
区
内
　
十
六
万
円

定
に
基
づ
く
特
定
用
途
誘
導
地
区
内
に
お
け
る
　
に
お
け
る
建
築
物
の
容

建
築
物
の
容
積
率
又
は
建
築
面
積
に
関
す
る
制
　
積
率
又
は
建
築
面
積
に

限
の
適
用
除
外
に
係
る
許
可
の
申
請
に
対
す
る
　
関
す
る
制
限
の
適
用
除

審
査
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
外
に
係
る
許
可
申
請
手
　

数
料

（
山
梨
県
の
事
務
処
理
の
特
例
に
関
す
る
条
例
の
一
部
改
正
）

第
二
条
　
山
梨
県
の
事
務
処
理
の
特
例
に
関
す
る
条
例
（
平
成
十
一
年
山
梨
県
条
例
第
四
十
七
号
）
の

一
部
を
次
の
よ
う
に
改
正
す
る
。

第
二
条
の
表
九
の
項
ム
中
「
第
六
十
条
の
三
第
一
項
た
だ
し
書
」
を
「
第
六
十
条
の
三
第
二
項
た

だ
し
書
」
に
改
め
る
。

附
　
則

（
施
行
期
日
）

１

こ
の
条
例
は
、
平
成
二
十
八
年
十
一
月
一
日
か
ら
施
行
す
る
。
た
だ
し
、
第
一
条
中
山
梨
県
建
築

基
準
法
施
行
条
例
別
表
第
六
の
二
十
四
の
項
の
改
正
規
定
及
び
第
二
条
の
規
定
は
、
公
布
の
日
か
ら

施
行
す
る
。

（
適
用
）

２

第
一
条
の
規
定
に
よ
る
改
正
後
の
山
梨
県
建
築
基
準
法
施
行
条
例
別
表
第
六
の
二
十
四
の
項
の
規

定
は
、
こ
の
条
例
の
施
行
の
日
以
後
の
申
請
に
つ
い
て
適
用
す
る
。

山
梨
県
警
察
組
織
条
例
の
一
部
を
改
正
す
る
条
例
を
こ
こ
に
公
布
す
る
。

平
成
二
十
八
年
十
月
十
九
日

山
梨
県
知
事
　
　
後
　
　
藤
　
　
　
　
　
斎

山
梨
県
条
例
第
五
十
一
号

山
梨
県
警
察
組
織
条
例
の
一
部
を
改
正
す
る
条
例

山
梨
県
警
察
組
織
条
例
（
昭
和
三
十
七
年
山
梨
県
条
例
第
五
号
）
の
一
部
を
次
の
よ
う
に
改
正
す
る
。

第
三
条
第
二
号
中
十
五

を
十
六

と
し
、
十
四

を
十
五

と
し
、
十
三

を
十
四

と
し
、
十
二

の
次
に
次
の
よ
う
に
加
え
る
。

十
三

国
外
犯
罪
被
害
弔
慰
金
等
の
支
給
に
関
す
る
法
律
（
平
成
二
十
八
年
法
律
第
七
十
三
号
）
第

三
条
に
規
定
す
る
国
外
犯
罪
被
害
弔
慰
金
等
に
関
す
る
こ
と
。

附
　
則
　
　
　

こ
の
条
例
は
、
平
成
二
十
八
年
十
一
月
三
十
日
か
ら
施
行
す
る
。

山
梨
県
立
県
民
の
森
保
健
休
養
施
設
設
置
及
び
管
理
条
例
を
廃
止
す
る
条
例
を
こ
こ
に
公
布
す
る
。

平
成
二
十
八
年
十
月
十
九
日

山
梨
県
知
事
　
　
後
　
　
藤
　
　
　
　
　
斎

山
梨
県
公
報
号
外

第
五
十
八
号
　
　
平
成
二
十
八
年
十
月
十
九
日

三

（ ）

（ ）

（ ）

（ ）

（ ）

（ ）

（ ）

（ ）



山
梨
県
条
例
第
五
十
二
号

山
梨
県
立
県
民
の
森
保
健
休
養
施
設
設
置
及
び
管
理
条
例
を
廃
止
す
る
条
例

山
梨
県
立
県
民
の
森
保
健
休
養
施
設
設
置
及
び
管
理
条
例
（
昭
和
五
十
年
山
梨
県
条
例
第
一
号
）
は
、

廃
止
す
る
。

附
　
則

（
施
行
期
日
）

１
　
こ
の
条
例
は
、
平
成
二
十
九
年
四
月
一
日
か
ら
施
行
す
る
。

（
経
過
措
置
）

２
　
平
成
二
十
八
年
度
に
係
る
事
業
報
告
書
に
つ
い
て
は
、
な
お
従
前
の
例
に
よ
る
。

山
梨
県
公
報
号
外

第
五
十
八
号
　
　
平
成
二
十
八
年
十
月
十
九
日

四

発
行
者
　
　
山
　
梨
　
県
　
　
甲
府
市
丸
の
内
一
丁
目
六
番
一
号
　
　
　
　
　
印
刷
所
　
㈱
サ
ン
ニ
チ
印
刷
　
甲
府
市
北
口
二
丁
目
六
番


